
                                                      

                        

 

 

 

 

４月２３日（金）国は緊急事態宣言の発出を決定し、東京都は 4 月 25 日(日)から 5 月 11 日(火)

まで、緊急事態宣言下となりました。都教育委員会からは以下の通知(抜粋・要約)が発出されました。 

３教総総第 279 号 

令和３年４月 23 日 

各都立学校長 殿 

  東京都教育委員会教育長 藤田裕司 

（東京都教育庁新型コロナウイルス感染症対策本部長） 

 

緊急事態宣言下における都立学校の対応について（依頼） 

 

（省略）本日、国は緊急事態宣言の発出を決定し、都は４月 25 日から５月 11 日まで、緊急事態措置と

して東京の人流を確実に抑えることを目的に、都民に対する日中も含めた不要不急の外出自粛や移動自

粛、事業者に対する休業や営業時間短縮、イベント等の開催制限等の要請を実施することとしました。 

都立学校においては、新型コロナウイルス感染症の変異株による割合が急速に増加していることを踏

まえ、これまで以上の危機感を持って、感染症対策を一層徹底してください。今般の緊急事態宣言下にお

いては、下記のとおり、感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続することとしますが、児童・生徒等

への学校内外における感染症対策の指導とともに、保護者の皆様への周知をお願いします。教職員等にお

いても感染症対策の更なる徹底を図るとともに、都民からの信頼を損なう行動を厳に慎むよう、改めて注

意喚起をお願いします。 

なお、感染者等が発生した場合は、ガイドライン等に従い、学校は学校医や保健所等及び関係部署と連

携の上、速やかな対応をお願いします。 （以下の本文を省略し、下欄で関係する内容を解説） 

 

東京都は、『新型コロナウイルス感染症の変異株による割合が急速に増加していることを踏まえ、これ

まで以上の危機感を持って、感染症対策を一層徹底してください。』と呼び掛けています。 

光明学園では、既にフェアキャストでお伝えした通り、これまでと同様に、「学園生の命を守る」

「学びを止めない」ことを学校運営の柱として、ここまで構築してきた感染予防対策のノウハウを

活用して、できうる限りの感染予防対策を講じた上で、平常通りに教育活動を実施していきます。   

保護者の皆様への御協力のお願いと、当面の学校教育に関する対応につきまして４点お知らせします。 

❶各御家庭での取組みのお願い  

緊急事態宣言下及び大型連休中は特に、「不要不急の外出・旅行」と「家族以外の方との会食」は

自粛してください。「3 密回避」「手洗いうがいの実施・マスク着用」「毎日の健康観察(体調不良時

は登校を控える)」についてこれまでと同様に御協力ください。 

❷本校の感染予防対策 

  「健光の橋」4 月 7 日(水)発行号でお伝えしました本校の感染予防対策には、東京都が示す感染

症予防策の全てが含まれています。さらに、これまでのノウハウを活用した本校独自の対策も加え

た内容となっています。今後もお示しした対策を徹底してまいります。 

    

 東京都立光明学園（肢・病併置校）  
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校長 田村 康二朗  

   ＝いいりょう 
 

光 明 学 園 と 保 護 者 を つ な ぐ 

 



 ❸部活動を中止します。 

   首相から宣言発令に向けた会見があった翌日の 4 月 24 日（土）から宣言解除までの間の部活

動は中止とします。人流を徹底的に抑制するためです。尚、恒例の都障害者スポーツ大会の開催

が５月 31 日に予定されておりますが、この大会参加に伴う練習は対策を万全にすれば可能とな

っておりますので、大会に向けた準備・練習等については、対象者に別途御連絡していきます。 

 ❹医療的ケア保護者会はオンラインで実施します。 

 全校保護者会通信「光明の橋」でお知らせした通り、５月１０日（月）に予定通り実施します。 

緊急事態宣言中のため、また特に医療的ケアに関わる保護者の方向けであることを鑑み、実施形

態はオンライン（Zoom 利用）といたします。尚、参加が難しい方にも情報共有ができますよう

に、光明の橋/医ケア版も同時期に配布いたします。 

【日時】５月１０日（月） １０：００～１１：００ 医療的ケア保護者会 

             １１：００～１１：３０ 新規申請に関わる説明会 

【ZoomＩＤ・パスワード】 追って、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

※校内待機が必要な方以外は来校を控えていただき、御自宅等での視聴をお願いいたします。 

 

 

光明学園では「働き方改革」の観点から、平日１８時以降は留守番電話に切り替わります。大型連休

を迎え休日も増えます。学校の電話につながらない時間帯が増えますので、再度お知らせいたします。 

＜感染対策用の公用携帯電話＞ 

  

                           

   以下のような場合には速やかに御連絡ください。 

 

 

 

 

 

※学園生が「放課後等デイサービス」を利用されている場合は、利用契約をしている保護者の方から、その事 

業所に、①②③をお知らせください。事業所等においても、以降の対応を協議することにつながります。尚、

一報を事業所等へ入れられた際は、その際の事業所等の対応についても、学校へお知らせください。 

 

  

昨年、コロナ関連のお知らせを中心に約９０通の緊急連絡を発信しました。緊急事態宣言下では、

学校からの一斉連絡の手段として、フェアキャストが大変有効です。「健光の橋」等の通信発行があっ

た場合にも、フェアキャストでお知らせしますので、欠席していても同日に学校ホームページに掲載

した通信等を閲覧していただくことができます。宣言発令を受け、今後の状況によっては、大型連休

中に発信する可能性もあります。学園の全保護者の皆様に素早く、同じ情報を、正確にお伝えするた

めに、まだ加入手続きがお済みでない方は、ぜひ速やかに御加入ください。 

※新転入生には、入学式の日にお渡しした封筒の中に、手続きに関する説明資料を入れております。 

副校長 泉 愼一 ０８０－４０７２－６２０７ 

 石川 拓 ０８０－４０７２－６７７９ 

 吉平竜太郎 ０８０－４０７２－６４８９ 

① 学園生が医療機関等においてＰＣＲ検査等を受けた・受けることが決まった場合 

② 学園生が濃厚接触者となった場合 

③ 学園生のＰＣＲ検査等の結果が分かった場合 

 

 

 

フェアキャスト（災害時緊急連絡システム）への加入をお願いします 

PCR    

【再掲】平日夜間・休日等の連絡先をお伝えします 

【付添い期間中・校内待機中の方の視聴場所】  

付添い期間中や、校内待機中の保護者の皆様は、付き添いの教室の一角で御自分のスマート

フォン等でイヤホンを使用して視聴していただくか、一時的にお子様と離れることが可能で

あれば、西棟体育室にお越しください。西棟体育室から配信しております。担任と御相談の

上、どちらかの方法で御参加くださいますよう、お願いいたします。 


